
I n f o r m a t i o n

後期高齢者医療被保険者のみなさんへ
○後期高齢者医療保険証をお送りします
　現在お持ちの保険証（水色）の有効期限は、７月31日までとなっています。
　新しい保険証（黄色）は７月中に簡易書留で郵送しますので、８月１日からは新しい保険証を使用してくだ
さい。
　新しい保険証（黄色）に記載されている一部負担金の割合は、平成21年度の市民税の課税所得をもとに判定
しています。

問い合わせ先　健康推進課

※被保険者の皆さんのご意見により、文字の位置・大きさを見やすく変更しました。

○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお送りします
　現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」（水色）を持っている人は、７月31日（金）で期限切れとなり
ますが、８月１日（土）以降も引き続き該当する人には、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄
色）を郵送します。（更新の手続きは不要です）
　また、世帯の全員が市民税非課税であり、現在入院中（または入院予定）の人で「限度額適用・標準負担額
減額認定証」をお持ちでない場合は、最寄りの担当窓口へご相談ください。

○平成21年度の後期高齢者医療保険料が決まりました
　平成21年度の正式な保険料額が決定しましたので、７月中旬ごろに保険料額決定通知書等を送付します。
　新規に後期高齢者医療制度に加入した人については、これまで加入していた保険の種類、加入時期などに
よって、保険料の支払方法や支払時期が違いますのでご注意ください。
保険料の納付方法について
　後期高齢者医療の保険料は、特別徴収または普通徴収によって納めます。保険料の支払い方法は次のとおり
です。
　特別徴収の人
　　年金からの差引きにより保険料を納めます。申し出により、口座振替に変更することができます。
　普通徴収の人
　　口座振替または窓口納付書によって保険料を納めます。
　※ 年金の受給額が年間18万円未満の人、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の２分の
１を超える人は、普通徴収となります。

保険料の軽減措置について
　平成21年度においては、従来の軽減措置である「均等割７割・５割・２割軽減」に加え、次のとおりの軽減
措置を行います。
①　世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額の合計額が33万円以下の人
　⇒　平成21年度は均等割額が8.5割軽減となります。
②　①の人のうち、世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」が、年金収入80万円以下で他の所得がな
い世帯の人（給与収入などがある場合でも控除後の所得が０円の場合）
　⇒　平成21年度から均等割額が９割軽減となります。
③　後期高齢者医療に加入する直前は「娘や息子の会社などの健康保険の被扶養者」であった人
　⇒　平成21年度は均等割額が９割軽減となります。
④　年金収入が153万円以上211万円以下の人
　　※給与収入などがある場合でも控除後の所得が91万円以下の場合は対象となります。
　⇒　平成20年度と同様に所得割額が５割軽減となります。

後期高齢者医療保険料の納期一覧
特別徴収 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 ― ―
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　会社と期間の定めのある労働契
約（有期契約）を結んでおり、これま
で５回続けて契約更新をしてきたの
に、今回は更新できないと言われま
した。事業主は、契約の更新を拒否す
ること（雇止め）ができるのですか？

　３カ月や１年という有期労働契約（期
間の定めのある労働契約）で、普通パート
や臨時などと呼ばれている労働者の場
合、その期間が満了すれば労働契約は当
然に終了するため「解雇」にはなりませ
ん。
　しかし、その契約が何度も反復更新さ
れて期間の定めのない労働契約（通常は
「正社員」のことを言う）と実質的に変わ
らない状態であったなら、その契約の更
新拒否は「解雇権濫用の法理」が類推適用
され、雇止めが無効とされることがあり、
「解雇」と同様に取り扱われる場合もあり
ます。

《解説》
■有期労働契約に関する制限
○ 使用者はやむを得ない事由がある場合
でなければ、契約期間が満了するまで
の間において、労働者を解雇すること
ができません。（労働契約法第17条第
１項）
○ 使用者は、有期労働契約によって労働
者を雇い入れる目的に照らし、契約期
間を必要以上に細切れにしないよう配
慮しなければなりません。（同第17条
第２項）

　派遣契約期間の途中であるにもか
かわらず、次の派遣先を紹介するま
で待機してほしいと言われました。
待機期間の賃金保障などはあるので
しょうか？
　また、派遣会社は雇用契約期間途
中での解雇はできるのですか？

　派遣契約（派遣会社と派遣先との契約）
と労働契約（派遣会社と派遣労働者との
契約）は別であり、派遣契約期間の途中で
派遣先での就業をやめるように言われて
も、派遣会社との間には雇用契約期間が
残っているため、派遣会社に対して新た
な就業先の確保や就業するまでの期間の
賃金保障を求めることができます。
　また、派遣労働者に対する解雇は、雇用
主である派遣会社が行うものですから、
通常の労働者と同様、派遣労働者の場合
もいつでも自由にできるものではありま
せん。

問い合わせ先　商工観光課

労働問題解決の手引き 2
解雇・雇止めの基礎知識

●固定資産税第２期
●国民健康保険税第１期
※口座振替を利用している人は、７
月 27日（月）に振替を行いますので、
残高の確認をお願いします。

問い合わせ先　税務課、徴税課

７月の「税」の納期限
７月31日（金）
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